
（仮称）熊本市手話に関する施策の推進方針の策定について 

 

１ 経緯 

 ・令和２年４月に施行された熊本市手話言語条例第７条第２項に基づき、条例第７条第１

項に規定されている施策について、（仮称）熊本市手話に関する施策の推進方針（以下、

推進方針という。）を策定するもの。 

 

２ 推進方針の構成内容 

 ・推進方針の構成内容については、以下の内容で検討中（今後、変更の可能性あり） 

 

  【構成内容】 

  Ⅰ 熊本市手話言語条例について 

   (1)条例制定の趣旨 

   (2)基本的な考え方 

   (3)用語の定義等 

  Ⅱ 手話に関する施策の現状と課題 

   (1)現状と課題 

  Ⅲ 施策の推進方針 

   １ 手話に対する理解の促進及び手話の普及 

   ２ 手話通訳士等の確保及び要請 

   ３ 聴覚障害児及びその保護者等への支援 

   ４ 手話を使用した情報発信 

   ５ 聴覚障害の特性に応じた支援 

   ６ 災害時における支援 

  Ⅳ 推進体制 

  参考 条例本文 

 

３ 策定スケジュール 

 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

関係団体との意見交換   
 

     

障がい者自立支援協議

会への報告 
   ●     

障害者施策推進協議会

への報告 
     ●   

パブリックコメント      ●   

市議会への報告     ●   ● 

 

意見交換 

資料１ 



参考：熊本市手話言語条例（抜粋） 

  (施策の推進) 

第7条 市は、次に掲げる施策を実施するものとする。 

(1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する施策 

(2) 手話通訳士等の確保及び養成に関する施策 

(3) 聴覚障害児及びその保護者等への支援に関する施策 

(4) 手話を使用した情報発信に関する施策 

(5) 聴覚障害の特性に応じた支援に関する施策 

(6) 災害時における支援に関する施策 

2 市長は、前項の施策を実施するために必要な具体的な方針を定めなければならない。 

3 市長は、前項の具体的な方針の策定に当たっては、ろう者、手話通訳士等その他の関係者

の意見を聴くものとする。 

4 市長は、第1項の施策の実施状況を検証し、必要に応じて第2項の具体的な方針の見直し

を行うものとする。前項の規定は、この場合について準用する。 


